
道路法の手続きに関する事務取扱い要領細則 
この細則は、道路法の手続きに関する事務取扱い要領第１０条の規定に基づき、同要領

施行に関し、必要な事項を定める。 
 
１ 適用 

この要領は、建設緑政局、道路公園センター（道路管理者）が施工する道路新設、改

築等の工事で道路法第８条路線の認定、同法第１０条路線の廃止、同法第１８条道路の

区域決定及び供用開始の手続きが必要な場合に適用する。 
 
２ 認定等の時期及び意義 

認定等は、道路を道路法上の道路として成立し、道路法が全般的に適用されるための

極めて重要な行為であるので、要領第３条に定める時期までに必ず手続きをとること。 
なお、都市計画道路については、事業認可後、路線の認定等の手続き依頼を遅滞なく

行うこと。 
 
３ 依頼の手続き等 

要領第４条に定める依頼の手続きは、次のとおりとする。 
（１）依頼書の提出部数 

依頼書の提出部数は正本１部、副本１部とし、各々に必要な図書を添付する。 
（２）事務の流れ 

ア 道路公園センター土木整備担当は、道路河川整備部において該当事業を主管する

課（以下、事業課）と協議し、道路法の手続き依頼書を起案し、道路公園センター

財産管理担当に合議の上、事業課の確認を得て、道路河川管理部管理課に依頼書を

提出する。 
イ 都市基盤整備事務所は、事業課、道路公園センター土木整備担当及び財産管理担

当と協議し、道路法の手続き依頼書を起案し、事業課の確認を得て、道路河川管理

部管理課に依頼書を提出する。 
ウ まちづくり局は、道路河川管理部管理課と協議し、道路法の手続き依頼書を起案

し道路河川管理部管理課に依頼書を提出する。 
エ 事務フローは、別紙１とする。 

（３）依頼書の記載方法 
依頼書の記載方法は、次のとおり。 

ア 事由 
工事の内容を記入する。 

イ 依頼内容 



依頼する事項の□にレ印を付ける。 
ウ 告示希望年月日 

特に告示日を指定する場合に記入する。 
エ 供用開始年月日 

幹線道路の道路切替え等、供用開始が決まっている場合に記入する。 
オ 道路の種類 

該当する道路の種類を○で囲む。 
カ 路線名 

道路の改築又は供用開始の場合は、その道路の路線名を記入する。 
道路新設の場合は記入しない。 

キ 場所 
道路法の手続きを依頼する箇所（工事箇所）の地番を記入する。 

ク 延長 
道路法の手続きを依頼する箇所（工事箇所）の延長を記入する。 

ケ 道路の幅員 
（ア）新設道路の場合、新設道路の幅員を「新」の欄に記入する。 

道路幅員が一定していない場合は、最大及び最小幅員を記入する。 
（イ）道路拡幅の場合、従来の道路認定幅員を「旧」の欄に記入し、｢新｣の欄には拡

幅後の道路幅員を記入する。 
道路幅員が一定していない場合は、最大及び最小幅員を記入する。 

 
４ 添付図書の作成方法等 

要領第５条に定める添付図書は、既存道路の認定幅員を確認し、次により作成するこ

と。 
（１） 位置図 

明細図等を使用し、依頼する道路の位置を明示する。 
（２）認定路線網図 

認定路線網図に依頼する道路の位置を明示する。 
（３）平面図 

ア 路線の認定、道路の区域決定、変更及び供用開始の場合 
（ア）路線の認定、道路の区域決定、変更及び供用開始の場合は、道路計画平面図を

添付する。また、供用開始の場合は道路工事完成平面図を添付する。 
（イ）路線の認定、道路の区域決定、変更又は供用開始をする部分を赤色で表示し、

その内容が分かるよう引き出し線等で明示する。 
（ウ）道路の幅員を記入する。 

ａ 区域決定 



道路区域が一定していない場合は、最大及び最小幅員を明示する。 
 

ｂ 区域変更 
（ａ）従来の道路区域の幅員を明示し、更に従来の道路区域を含め新たな道路区

域の幅員を明示する。 
（ｂ）道路区域が一定していない場合は、従来の道路区域の最大及び最小幅員を

明示し、更に従来の道路区域を含め新たな道路区域の最大及び最小幅員を明

示する。 
（ｃ）供用開始 

区域決定、区域変更の例による。 
（エ）道路の延長を記入する。 

路線の認定、道路の区域決定、変更又は供用開始する部分の延長を記入する。 
イ 路線廃止の場合 
（ア）道路台帳平面図等を添付する。 
（イ）廃止する部分を黄色で表示する。 
（ウ）廃止する道路の延長を記入する。 

（４）丈量図 
ア 丈量図については、次により着色する。 
（ア）現道の区域 ― 茶色（水路敷地は青色、青地等の官地は緑色で表示する。） 
（イ）新たに道路となる区域 ― 赤色 
（ウ）廃道する区域 ― 黄色 
イ 現道、水路敷地、青地等の官地ごとに、それぞれ求積すること。 

（５）公図 
道路線形を明示し、丈量図の場合と同様に着色する。 

（６）測量成果 
多角点・境界点網図、確定図（㎜止め）、幅員図及び修正箇所図を添付する。 

（７）承諾書 
土地境界確定等取扱規則第７条に定める承諾書を添付する。 

（８）土地所有者調書 
関係する土地所有者の調書を添付する。 

（９）道路縦断図、横断図 
完成した道路の縦断図、横断図を添付する。 

（１０）その他 
上記のほか、道路法の手続き上、特に必要な図書を添付する。 

 
 



５ 依頼時期 
要領第６条に定める路線の認定、廃止議案に係わる依頼書の提出期限は、次のとおり

とする。 
定例市議会開催期間 依頼書提出期限

３月定例市議会　２月下旬～３月下旬 前年１１月中旬

６月定例市議会　６月上旬～６月下旬 同年２月下旬

９月定例市議会　９月上旬～１０月上旬 同年５月下旬

１２月定例市議会　１１月下旬～１２月下旬同年８月中旬  
 
 
６ 道路台帳の修正 

道路台帳は供用開始の手続きが取られない限り修正されないので、工事が完成した場

合は、区長等は遅滞なく、建設緑政局長に供用開始手続き依頼をすること。 
 
７ 道路法の手続き等 
（１）道路の新設に伴う道路法手続き ─ 別紙２ 
（２）道路の改築（拡幅）に伴う道路法の手続き ─ 別紙３ 
（３）路線の廃止等に伴う道路法の手続き ─ 別紙４ 
 
（施行期日） 
この細則は、平成８年１２月 1 日から施行する。 
（施行期日） 
この細則は、平成９年４月 1 日から施行する。 
（施行期日） 
この細則は、平成１７年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この細則は、令和２年１０月１日から施行する。 
（施行期日） 
この細則は、令和４年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この細則は、令和５年４月１日から施行する。 



道路法の手続きに関する事務フロー 別紙１
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道路管理者の拡幅工事に伴う路線の認定等の手続き 別紙３

1    区域の変更

2    道路用地の権原取得

   道路となる用地の権原を取得する。

①用地買収による場合

②敷地寄附による場合

3    道路法の準用

6    供用の開始

道路法の準用

道路拡幅工事

施工・完了

法18条 1項

事務の流れ 備考

   道路工事が完成し、道路を一般の交通の用に供
するよう整備されたとき、供用開始の手続きを行
い、供用開始告示する。

道路の拡幅計画

   道路の区域が決定され、道路管理者が用地の権
原を取得すると供用開始前であっても道路法が準
用される。

拡幅部分の

　 道路の拡幅工事計画が明確になった段階で、現
道の区域変更手続を行い、区域変更告示をする。
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